
ＩｏＴ機器調査及び利用者への注意喚起の取組「NOTICE※」について

改正情報通信研究機構法に基づき、本年２月20日（水）より情報通信研究機構（NICT）
がサイバー攻撃に悪用されるおそれのある機器を調査し、電気通信事業者を通じた利
用者への注意喚起を行う取組「NOTICE」を開始。

※National Operation Towards IoT Clean Environment

別紙１

＜本取組の概要＞
① NICTがインターネット上のIoT機器に、容易に推測されるパスワードを入力することな
どにより、サイバー攻撃に悪用されるおそれのある機器を特定。

② 当該機器の情報を電気通信事業者に通知。
③ 電気通信事業者が当該機器の利用者を特定し、注意喚起を実施。

※利用者からの問合せ対応等を行うサポートセンターを設置。

○NOTICEサポートセンター

電話番号：
0120‐769‐318（無料・固定のみ）
03‐4346‐3318（有料）

ホームページ：
https://notice.go.jp

受付時間：
10:00～18:00

（イメージ図）


